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早わかり中国特許 
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2011年 11月 14日 

執筆者 河野特許事務所 
弁理士 河野英仁 

（月刊ザ・ローヤーズ 2011 年 10 月号掲載) 
 第 6回 実用新型特許の保護対象と外観設計特許の保護対象 
 
 中国における特許は発明特許だけではなく、実用新型特許と外観設計特許をも含み、

模造品対策として有効に機能している。ただし、実用新型特許は発明特許とは異なり、

保護を受けることができる対象が制限されている。また外観設計特許についてもあらゆ

るデザインが保護されるわけではない。本稿では実用新型特許及び外観設計特許にて権

利化を行う際の注意点について解説する。 
 
1.実用新型特許の保護対象 
(1)定義規定 
 専利法第 2条第 2項は実用新型特許に関し以下のとおり定義している。 
 
実用新型とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて出された実用に適した新

しい技術方案をいう。 
 
 この点、日本の実用新案法と同様であり1、あくまで保護されるのは製品の形状、構

造等に限られ、方法、化学物質、ソフトウェア等は保護されない。以下詳細を説明する。 
 
(2)「製品」とは 
 専利法でいう「製品」とは、産業上の方法で製造され、確定した形状、構造を有し、

一定の空間を占める実体的なものでなければならない。逆に、あらゆる方法及び人的に

製造されない自然界に既に存する物は、実用新型特許による保護を受けることができな

い。 
 
 ここで「方法」とは、製品の製造方法、使用方法、通信方法、処理方法、コンピュー

タプログラム及び製品を特定用途に使う方法等が含まれる。 例えば、歯車の製造方法、

                                                  
1 日本国実用新案法第 3条柱書 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構
造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案

登録を受けることができる。 
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作業室の集塵方法またはデータ処理方法、自然界に存する雨花石(うかせき)2等は、実

用新型特許により保護されない。 

 

(i)請求項においては既知の方法の名称を使用することにより、製品の形状・構造を限定
しても良い。しかしながら、方法の手順、技術条件等を請求項に含めてはならない。例

えば、溶接、リベット締め等の既知の方法の名称により各部品の連結関係を限定したと

しても、それは方法そのものに対する改善に該当しない。 
(ii)請求項に、形状・構造の特徴だけでなく、方法そのものに対する改善をも含む場合、
例えば、請求項の一部に製品の製造方法、使用方法またはコンピュータプログラムを限

定する技術的特徴を含む場合は、保護適格性を有さない。 
 
 例えば、以下の請求項は保護適格性を有さない。 
 
【請求項】 
 主形状を円柱とし、端部が円錐である木製の爪楊枝において、 
 前記木製爪楊枝を加工成型し、 
 その後、医療用殺菌剤に 5～20分浸し、 
 取り出してから乾かす 
 ことを特徴とする木製の爪楊枝。 
 
 当該請求項には方法そのものに対する改善を含んでいるため、保護適格性を有さない。 
 
(3)「形状」とは 
 製品の「形状」とは、製品が備えており、外部から視認可能に確定できる空間上の形

状をいう。製品の形状に対する改善は、カム形状、バイト形状への改善等、製品の 3次
元形態に対する改善が該当する。また、部材の断面形状の改善等、製品の 2次元形態に
対する改善であっても良い。また「形状」は視認可能に確定される必要があり、確定さ

れない製品、例えば気体、液体、粉末状、顆粒状の物質または材料は、その形状につい

て実用新型特許による保護を受けることができない。 
 
 実用新型特許出願の際には、「形状」の観点から以下の点に注意する。 
(i)生物的に、または自然に形成される形状を製品の形状的特徴としてはならない。例え
ば、植木鉢で育成した植物の形状を製品の形状的特徴としてはならない。その他、自然

                                                  
2 雨花石：中国南京の雨花台一帯で産出されるつるつるした卵形の石。色や模様が美しく観
賞用にもなる。中日辞典第 2版 小学館 2008年 
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に形成した築山(つきやま)3の形状も製品の形状的特徴としてはならない。 
(ii)据える、または、積み重ねる方法により得られる不確定的な形状を製品の形状的特
徴としてはならない。 
(iii)製品において当該製品の構造的特徴が限定されているのであれば、当該製品中のあ
る技術的特徴が気体、液体、粉末状、顆粒状の物質等の不確定的な形状を有しても良い。

例えば、技術方案として温度計の形状的構造に、確定的な形状を有しないアルコールを

含めることができる。 
(iv)製品形状は、特定の状態において確定できる空間上の形状であっても良い。例えば、
新規な形状を有する氷のコップ、落下傘等である。 
 また以下に述べる鋼鉄テープ包装ケースも保護適格性を有する。 
 
【請求項】 
 鋼鉄テープの運輸及び保存に用いられる包装ケースにおいて、 
 内鋼輪と、外鋼輪と、バンドテープと、外ガイドボードと、放水複合紙と 
 を備える包装ケース。 
 
 各部分が、技術方案により確定された相互関係に基づいて、鋼鉄テープを包装した場

合に、確定的な空間上の形状を形成しているのであれば、このような空間上の形状は任

意性がないため、実用新型特許により保護される。 
 
(4)「製品の構造」とは 
 「製品の構造」とは、製品の各構成部分の配置、組合せ及び相互関係をいう。製品の

構造は機械的な構造または回路的な構造のいずれであっても良い。 
 機械的な構造とは、製品を構成する部品の相対的な位置関係、連結関係と必要な機械

上の配合関係等をいう。一方、回路的な構造とは、製品を構成する部品間の確定的な連

結関係をいう。 
 製品の浸炭層、酸化層等の複合層は製品の構造である。ただし、物質の分子構造、成

分、金属組成構造等は保護適格性を有さない。例えば、溶接棒のコーティング成分のみ

を変えた溶接棒は実用新型特許の保護客体に該当しない。 
 
 製品の構造に関し以下の点に注意すべきである 
(i)請求項には既知の材料名称を含めて良い。すなわち、先行技術における既知の材料を、
形状・構造を備える製品に応用することができる。例えば、複合木製床板、プラスチッ

クコップ、記憶合金を用いて製造した心臓導管カバー等は材料そのものに対する改善に

                                                  
3 中国では太湖石（たいこせき：江蘇省太湖に産するくぼみの多い奇岩で、造園に用いられ
る。）中日辞典第 2版 小学館 2008年 
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属さないため、保護適格性を有する。 
(ii)ただし、請求項に形状・構造的な特徴だけではなく、材料そのものに対する改善を
も含む場合、保護適格性を有さない。 
 例えば、「A成分 20％と、B成分 40％と、C成分 40％とからなることを特徴とする
菱形の錠剤」の場合、当該請求項には材料そのものに対する改善が含まれていることか

ら、保護適格性を有さない。 
 
(5)「技術方案」とは 
 「方案」に直接対応する日本語が存在しないため、日本の実務者にとっては専利法上

の「発明」が何であるか理解しにくい。国家知識産権局が公表している専利法英語訳に

よれば「技術方案」は「Technical Solution」である。審査指南には技術方案について
以下の定義がなされている。 
 
「技術方案とは、解決しようとする技術的問題に対して採用する自然法則を利用した技

術的手段の集合である。技術的手段は通常技術的特徴によって表される。」 
 
 従って、「技術的課題」を解決することによって、自然法則に基く「技術的効果」を

獲得するために、「技術的手段」を用いていない方案は、専利法第 2条第 3項に規定さ
れた実用新型特許の保護客体に該当しない。 
 
 製品の形状及びその表面の模様、色彩またはこれらを結合させた方案は、技術的課題

を解決するものでない場合、実用新型特許による保護を受けることができない。また製

品表面の文字、符号、図表またはこれらを結合させた方案も同様に保護を受けることが

できない。 
 例えば、ボタンの表面文字、符号のみを変えたコンピュータまたは携帯電話のキーボ

ード； 
十二支の動物の形状で飾った缶切； 
表面の模様デザインのみが改変されたことを特徴とする将棋類、麻雀牌類、古代の詩が

記載されたトランプ等である。 
 
(6)まとめ 出願時の注意点 
 日本の特許出願をベースに中国へ出願または中国のみへ出願する場合、上述した基準

を参考にしつつ発明特許出願をするか、或いは、実用新型特許出願をするかを判断する。 
 
 中国においては実用新型特許に対する実体審査は行われないものの、方式審査が行わ

れる。方式審査において、明らかに専利法第 2条第 3項(保護適格性)の規定に適合しな
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いと判断された場合、補正命令がなされ、拒絶理由が解消しない場合出願が却下される

4。 
 
 保護客体に該当しないと判断された場合、補正により当該拒絶理由を覆すことは困難

であろう。また日本国特許法及び実用新案法と異なり（日本国特許法第 46条、日本国
実用新案法第 10条）、中国では実用新型特許出願から発明特許出願への出願変更が認め
られない。従って、保護客体に当たるか否かの判断が難しい場合、専門の弁理士に判断

を仰ぐか、或いは、安全策として発明特許出願を選択することが賢明である。 
 
2.外観設計特許の保護対象 
(1)専利法上の定義 
 専利法第 2条第 4項は以下のとおり規定している。 
 
外観設計とは、製品の形状、模様またはそれらの組合せ、及び色彩と形状、模様の組合

せについて出された、美感に富み、工業的応用に適した新しいデザインをいう。 
 
(2)「製品」 
 外観設計は製品のデザインであるため、その担体は製品でなければならない。従って、

手細工の品、農産物、畜産物、自然物等は繰り返し生産することができる製品に該当し

ないため、デザインの担体とすることができず、保護を受けることができない5。 
 
(3)「形状、模様またはそれらの組合せ」、「色彩と形状、模様との組合せ」 
(i)外観設計の構成要素 
 製品の外観設計要素または当該要素の組合せにより、法上の「外観設計」が構成され

る。この要素には、「形状、模様またはそれらの組合せ」、並びに、「色彩と形状、模様

との組合せ」が含まれる。 
 製品の「色彩」そのものは単独で外観設計の要素を構成しない。ただし、製品の色彩

の変化そのものが模様となる場合は、外観設計を構成する。 
 外観設計を構成する組み合わせは以下のとおりである。 
製品の形状、 

                                                  
4専利法第 40 条 実用新型及び外観設計の特許出願が初歩的審査を経て拒絶理由を発
見しなかった場合は、国務院特許行政部門は実用新型特許権又は外観設計特許権を付与

する決定をし、特許証書を発行し、同時に登録と公告を行う。実用新型特許権及び外観

設計特許権は公告の日より効力を生じる。 
 
5 審査指南第 1部分第 3章 7 
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製品の模様、 
製品の形状と模様、 
製品の形状と色彩、 
製品の模様と色彩、 
製品の形状と模様と色彩 
(ii)形状 
 「形状」とは、製品の造型についてのデザインをいう。つまり、製品外部の点、線、

面の移動、変化、組合せによって表現する外部輪郭である。 
(iii)模様 
 「模様」とは、あらゆる線、文字、符号、カラーブロックの配列または組合せにより、

製品の表面に形成された図形をいう。製品の模様は固定的であり、かつ、目に見えるも

のでなければならず、あるときには存在し、あるときには存在せず、或いは、特定条件

下に限って見えるものであってはならない。 
(iv)色彩 
 「色彩」とは、製品に使われる色または色の組合せをいう。当該製品の製造に用いら

れる材料の元の色(例えば生地の色)は外観設計上の色彩に当たらない。 
 なお、外観設計の要素、即ち形状、模様、色彩は相互に依存し合い、明確に境界を定

義することが困難な場合がある。例えば、多数の種類の色の塊を組み合わせた場合、模

様となり、外観設計を構成する。 
 
(4) 美感に富み、工業的応用に適した新しいデザイン 
 「美観に富み」とは、外観設計特許権の保護適格性判断時に、製品の機能上の特性・

技術的効果に注目するのではなく、外観により与えられる視覚的印象に注目することを

いう。  
 「工業的応用」とは、外観設計が産業上応用することができ、かつ、大量生産するこ

とができることをいう。 
 
3.保護適格性を有さないもの 
 以下は専利法第 2条第 4項の規定により保護を受けることができない。 
(1)特定の地理的条件により定まるものであって、繰り返して再現することのできない
固定された建物または橋等は保護を受けることができない。例えば、特定の山、河川を

含む山水別荘等である。 
(2)気体、液体及び粉末状等、非固定形状物質を含んでいるが故に、形状、模様、色彩
等が固定されない製品は保護を受けることができない。 
(3)分割することができない、または、単独では販売することができない、しかも、単
独で使用することができない製品の局部デザインは保護を受けることができない。例え
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ば、靴下のかかと、帽子のつば、コップの取手等が該当する。 
(4)相互に異なる特定形状または模様を有する複数部材の組み合わせに係る製品であっ
て、当該部材そのものが単独で販売することができず、かつ、単独で使用することがで

きない場合、当該部材については保護を受けることができない。例えば、嵌め絵に用い

られる形状の異なる嵌め込み部材については、保護を受けることができない。ただし、

嵌め絵を構成する全ての嵌め込み部材を、一つの外観設計特許とする場合は、保護を受

けることができる。 
(5)視覚に働かず、または、肉眼では確認することが困難であり、特定の器具を使用し
なければ、形状、模様、色彩を識別することができない製品は保護を受けることができ

ない。例えば、紫外線ランプで照射しなければ、模様が現れない製品等が該当する。 
(6)保護を求める製品の外観設計が、当該製品そのものの通常形態でない場合、保護を
受けることができない。例えばハンカチを折りたたみ動物の形にした外観設計は保護を

受けることができない。 
(7)自然物そのものの形状、模様、色彩を主体とするデザインは保護適格性を有さない。
自然物そのものの他、自然物を疑似したデザインも保護を受けることができない。 
(8)単なる美術、書道、撮影等のカテゴリーに属する作品。 
(9)製品の属する分野でありふれた幾何形状及び模様からなる意匠。 
(10)文字、数字の発音、字義は保護を受けることができない。 
(11)製品に通電後表示される模様も保護を受けることができない。例えば、デジタル時
計のディスプレイに表示される模様、携帯電話のディスプレイに表示される模様、ソフ

トウェアのインターフェース等は保護を受けることができない。 
 
 その他、平面印刷品の模様、色彩または両者の組合せについて主に標識として用いら

れるデザインは専利法第 25条第 1項(6)の規定により保護を受けることができない。 
 当該規定は第 3次法改正時に追加されたものである。瓶のラベルまたは平面包装袋等、
主に標識の作用を有する平面模様は商標権及び著作権との間の重複・抵触を増大させる

ことから、保護対象外としたものである。 
 
コラム 
中国から日本、米国、欧州、韓国への特許出願数が増加 
 
日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁及び韓国特許庁は、中国から日本、米国、

欧州及び韓国へ本年度上半期に出願された件数を発表した。表 1は中国から各国への出
願状況を示す表である。表 2は 2010年度における各国の出願受理件数の増減を示す表
である6。 
                                                  
6 中国国家知識産権局 HPより 
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出願国 件数 前年比 

中国→日本 530 +4.5% 
中国→米国 3025 +2.9% 
中国→欧州 1014 -0.9% 
中国→韓国 287 +11.7% 

 表 1 中国から各国への出願状況 
 

国 前年比 
日本 -2.0% 
米国 -2.2% 
欧州 -2.1% 
韓国 +0.6% 
中国 +24.3% 

表 2 2010年度における各国の出願受理件数の増減 
 
 表 1及び表 2から明らかなように、各国での出願件数が減少する中、中国企業が各国
で積極的に権利化を進めていることが分かる。中国企業が、中国版新幹線に関する技術

を米国に申請したとする報道があったように、今後は諸外国での中国企業による特許に

も注意する必要があるといえる。 
 
 表 3は諸外国から中国へ本年度上半期に出願された件数を示す表である。 
 

出願国 件数 前年比 
日本→中国 1万 8840 +13.6% 
米国→中国 1万 3725 +7.2% 
欧州→中国 1万 4940 +4.7% 
韓国→中国 3595 +10.6% 

表 3 諸外国から中国へ本年度上半期に出願された件数 
 
 表 3に示すとおり、日本を含めた諸外国企業も中国への出願を増加させている。特に
日本及び韓国から中国への出願の伸びが著しい。 
(次号に続く)  

以上 

                                                                                                                                                  
 


